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公布された法令のあらまし 

 

◎兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（規則第36号） 

１ 次の普通県営住宅を建設により整備し、家賃等を定めることとした。 

種 類 名   称 位   置 戸 数 

普通高層耐火住宅 伊川谷住宅 神戸市西区伊川谷町有瀬 110戸 

尼崎西川住宅 尼崎市西川１丁目 48戸 

２ 借上げに係る普通県営住宅の返還に伴い、次の普通県営住宅を用途廃止することとした。 

  普通高層耐火住宅 21団地 34戸 

  普通中層耐火住宅 ８団地 ８戸 
 

規 則 

 

兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年９月29日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県規則第36号  

兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第19号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１の１の部普通高層耐火住宅の款中203の項を205の項とし、202の項の次に次のように加える。 

203 R３ 伊川谷住宅 神戸市西区伊川谷町有瀬 10階建 30 0.7072 62,100 

2 0.8937 78,500 

58 0.8991 79,000 

10 1.0618 93,200 

10 1.2592 110,600 

204 R３ 尼崎西川住宅 尼崎市西川１丁目 ８階建 8 0.6613 54,100 

2 0.8358 68,300 

30 0.8409 68,700 

8 0.9930 81,100 
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別表第１の２の部普通高層耐火住宅の款１の項中 

「 

1 0.4311 33,800 

1 0.6333 44,500 

               」 

を 

「 

1 0.4311 33,800 

              」 

に改め、同款５の項中 

「 

1 0.9689 70,900 

1 0.9719 75,800 

               」 

を 

「 

1 0.9719 75,800 

               」 

に改め、同款８の項中 

「 

1 0.9387 72,400 

1 0.9449 73,100 

              」 

を 

「 

1 0.9449 73,100 

              」 

に改め、同款10の項中 

「 

1 1.0019 74,100 

1 1.0096 74,100 

              」 

を 

「 

1 1.0096 74,100 

              」 

に改め、同款12の項を次のように改める。 

12 削除 

別表第１の２の部普通高層耐火住宅の款15の項中 

「 

17 0.9235 108,900 

              」 

を 
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「 

16 0.9235 108,900 

              」 

に、 

「 

15 1.0171 116,900 

              」 

を 

「 

14 1.0171 116,900 

              」 

に改め、同款17の項中 

「 

1 0.7197 58,200 

1 0.7197 58,400 

              」 

を 

「 

1 0.7197 58,200 

              」 

に改め、同款20の項中 

「 

1 1.0450 69,200 

1 1.0496 74,700 

               」 

を 

「 

1 1.0450 69,200 

               」 

に改め、同款25の項中 

「 

1 0.7014 76,400 

1 0.7014 76,900 

               」 

を 

「 

1 0.7014 76,400 

               」 

に改め、同款26の項中 

「 

3 0.7083 64,700 

               」 

を 
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「 

2 0.7083 64,700 

               」 

に改め、同款27の項中 

「 

1 0.6929 73,900 

1 0.6929 74,200 

               」 

を 

「 

1 0.6929 73,900 

               」 

に改め、同款29の項を次のように改める。 

29 削除 

別表第１の２の部普通高層耐火住宅の款33の項中 

「 

1 0.8542 92,300 

1 0.8542 97,700 

               」 

を 

「 

1 0.8542 92,300 

               」 

に、 

「 

1 0.8612 96,000 

1 0.8717 83,300 

             」 

を 

「 

1 0.8612 96,000 

             」 

に、 

「 

1 0.9222 102,800 

1 1.1158 106,400 

             」 

を 

「 

1 0.9222 102,800 

             」 

に改め、同款34の項を次のように改める。 
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34 削除 

別表第１の２の部普通高層耐火住宅の款45の項中 

「 

1 1.0253 72,000 

1 1.0436 69,400 

             」 

を 

「 

1 1.0253 72,000 

             」 

に改め、同款51の項中 

「 

1 0.6994 73,200 

1 0.6994 73,300 

             」 

を 

「 

1 0.6994 73,300 

             」 

に、 

「 

1 0.9375 87,800 

1 0.9375 89,200 

             」 

を 

「 

1 0.9375 87,800 

             」 

に改め、同款54の項中 

「 

1 0.8789 97,800 

1 0.8789 99,000 

2 1.1538 119,600 

             」 

を 

「 

1 0.8789 99,000 

1 1.1538 119,600 

             」 

に改め、同款55の項中 
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「 

1 0.6795 67,000 

1 0.6795 67,400 

             」 

を 

「 

1 0.6795 67,000 

             」 

に、 

「 

1 0.6795 69,300 

1 0.6795 69,500 

             」 

を 

「 

1 0.6795 69,300 

             」 

に改め、同款60の項中 

「 

3 0.6956 59,400 

             」 

を 

「 

2 0.6956 59,400 

             」 

に、 

「 

3 0.8580 70,200 

2 0.8580 70,900 

             」 

を 

「 

3 0.8580 70,200 

             」 

に改め、同款65の項中 

「 

1 0.7060 69,500 

1 0.7060 69,700 

             」 

を 

「 

1 0.7060 69,500 

             」 

に、 
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「 

1 0.9577 92,300 

2 0.9629 91,200 

             」 

を 

「 

1 0.9629 91,200 

             」 

に、 

「 

2 1.1500 97,800 

             」 

を 

「 

1 1.1500 97,800 

             」 

に、 

「 

2 1.1500 99,300 

             」 

を 

「 

1 1.1500 99,300 

             」 

に、 

「 

2 1.2163 107,000 

             」 

を 

「 

1 1.2163 107,000 

             」 

に改め、同款68の項中 

「 

1 1.1142 101,400 

1 1.1142 106,100 

             」 

を 

「 

1 1.1142 101,400 

             」 

に改め、同部普通中層耐火住宅の款４の項を次のように改める。 

４ 削除 
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別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款６の項を次のように改める。 

６ 削除 

別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款12の項を次のように改める。 

12 削除 

別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款15の項中 

「 

1 0.3954 42,700 

1 0.4136 43,600 

             」 

を 

「 

1 0.3954 42,700 

             」 

に改め、同款19の項を次のように改める。 

19 削除 

別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款20の項中 

「 

2 0.6730 48,900 

             」 

を 

「 

1 0.6730 48,900 

             」 

に改め、同款21の項を次のように改める。 

21 削除 

別表第１の２の部普通中層耐火住宅の款25の項中 

「 

1 0.6945 71,400 

1 0.6979 72,600 

             」 

を 

「 

1 0.6945 71,400 

             」 

に改める。 

附 則 

この規則は、令和５年10月１日から施行する。 

 

 

 


